
 

別表第１（第４条、第５条関係） 

教職員の区分 始業及び終業の時刻 休憩時間 

授業、診療等の業務、窓口業務

その他の業務に従事する教職員

のうち部局長が指定する者 

午前９時４５分から午後６時１

５分まで 

正午から午後０時４５分まで 

午後１時から午後１時４５分ま

で 

午前９時４５分から午後６時３

０分まで 

正午から午後１時まで 

午後１時から午後２時まで 

午前９時から午後５時４５分ま

で 

午後１時から午後２時まで 

医学部附属病院事務部医務課に

勤務する職員のうち、医学部附

属病院長が指定する者 

午前７時から午後３時４５分ま

で 

正午から午後１時まで 

医学部附属病院事務部経営管理

課に勤務する職員のうち、医学

部附属病院長が指定する者 

午前１１時から午後７時４５分 午後１時から午後２時まで 

医学部附属病院リハビリテーシ

ョン部に勤務する職員のうち、

医学部附属病院長が指定する者 

午前８時３０分から午後５時ま

で 

正午から午後０時４５分まで 

工学研究科に勤務する職員のう

ち、工学研究科長が指定する者 

午前９時から午後５時４５分ま

で 

正午から午後１時まで 

午前９時から午後５時３０分ま

で 

正午から午後０時４５分まで 

午前９時３０分から午後６時１

５分まで 

正午から午後１時まで 

午前９時３０分から午後６時ま

で 

正午から午後０時４５分まで 

国際高等教育院に勤務する職員

のうち、国際高等教育院長が指

定する者 

午前８時から午後４時４５分ま

で 

正午から午後１時まで 

午後１時から午後２時まで 

午前１０時から午後６時４５分

まで 

正午から午後１時まで 

午後１時から午後２時まで 

ｉＰＳ細胞研究所に勤務する職

員のうち、ｉＰＳ細胞研究所長

が指定する者 

午前９時から午後５時４５分ま

で 

正午から午後１時まで 

環境安全保健機構附属放射性同

位元素総合センターに勤務する

職員のうち、環境安全保健機構

長が指定する者 

午前９時から午後６時まで 正午から午後１時１５分まで 

（平１７達４１改） 

（平１８達３１・平２１達７・平２２達１６・平２３達２５・平２５達２０・平２６達１

１・平２７達４５・一部改正） 

別表第２（第５条関係） 

教職員の区分 始業及び終業の時刻 休憩時間 

診療等の業務、窓口業務その他

の業務に従事する教職員のうち

部局長が指定する者 

午前８時３０分から午後５時ま

で 

午後１時から午後１時４５分ま

で 

午前８時３０分から午後５時１

５分まで 

午後１時から午後２時まで 

（平１７達４１改） 

（平２１達７・一部改正） 

別表第３（第１６条関係） 

教職員の区分 割振り単位

期間 

週休日 始業及び終業の時刻 休憩時間 

医学研究科に勤務する職

員のうち、医学研究科長

４週間 医学研究科

長が指定す

午前７時４５分から午

後４時３０分まで 

正午から午後１時まで



 

が指定する者 る８の１日

勤務日 

午前８時から午後４時

４５分まで 

正午から午後１時まで

午前８時３０分から午

後５時１５分まで 

正午から午後１時まで

午前９時から午後５時

４５分まで 

午後１時から午後２時

まで 

午前１０時から午後６

時４５分まで 

午後２時から午後３時

まで 

午前１１時から午後７

時４５分まで 

午後３時から午後４時

まで 

正午から午後８時４５

分まで 

午後４時から午後５時

まで 

午後０時１５分から午

後９時まで 

午後４時から午後５時

まで 

午後１時３０分から午

後１０時１５分まで 

午後５時から午後６時

まで 

医学部附属病院の診療科

及び中央診療センターに

勤務する教員のうち、医

学部附属病院長が指定す

る者 

４週間 医学部附属

病院長が指

定する８の

１日勤務日

午前８時３０分から午

後５時１５分まで 

正午から午後１時まで

午後５時１５分から翌

日午前９時４５分まで

午前１時１５分から午

前２時１５分まで 

医学部附属病院薬剤部に

勤務する教職員のうち、

医学部附属病院長が指定

する者 

４週間 医学部附属

病院長が指

定する８又

は７の１日

勤務日 

午前８時３０分から午

後５時まで 

午後０時１５分から午

後１時まで 

午前８時３０分から午

後５時１５分まで 

正午から午後１時まで

午前８時３０分から翌

日午前８時３０分まで

正午から午後１時ま

で、午後５時１５分か

ら午後７時まで、午前

１時から午前６時４５

分まで 

午後５時１５分から翌

日午前８時３０分まで

午後９時から午後１０

時まで、午前１時から

午前７時３０分まで 

午前７時３０分から午

後４時１５分まで 

正午から午後１時まで

医学部附属病院検査部、

輸血細胞治療部及び病理

部に勤務する教職員のう

ち、医学部附属病院長が

指定する者 

４週間 医学部附属

病院長が指

定する８又

は７の１日

勤務日 

午前８時から午後４時

４５分まで 

正午から午後１時まで

午前８時３０分から午

後５時まで 

正午から午後０時４５

分まで 

午前８時３０分から午

後５時１５分まで 

正午から午後１時まで

午前８時３０分から翌

日午前８時３０分まで

正午から午後１時ま

で、午後７時３０分か

ら午後８時まで、翌日

午前０時から午前７時

まで 

午前９時３０分から午

後６時１５分まで 

午後０時３０分から午

後１時３０分まで 

午後５時１５分から翌

日午前８時３０分まで

午後７時３０分から午

後８時まで、翌日午前

０時から午前７時まで

午前８時３０分から午

後０時３０分まで 

― 



 

午前８時３０分から午

後０時１５分まで 

― 

午後０時３０分から午

後９時まで 

午後５時から午後５時

４５分まで 

午後４時から翌日午前

９時３０分まで 

午後８時３０分から午

後９時まで、午前３時

から午前４時３０分ま

で 

医学部附属病院放射線部

に勤務する教職員のう

ち、医学部附属病院長が

指定する者 

４週間 医学部附属

病院長が指

定する８の

１日勤務日

午前８時３０分から午

後５時まで 

正午から午後０時４５

分まで 

午前１１時３０分から

午後８時まで 

午後３時１５分から午

後４時まで 

午後０時３０分から午

後９時まで 

午後３時３０分から午

後４時１５分まで 

午前８時３０分から翌

日午前８時３０分まで

午後０時１５分から午

後１時まで、午後７時

１５分から午後８時３

０分まで、午前０時か

ら午前６時３０分まで

午前８時３０分から翌

日午前８時３０分まで

午後０時１５分から午

後１時まで、午後８時

３０分から翌日午前３

時まで、午前６時１５

分から午前７時３０分

まで 

午前８時３０分から翌

日午前８時３０分まで

午後０時４５分から午

後１時３０分まで、午

後８時３０分から午後

９時４５分まで、午前

０時から午前６時３０

分まで 

午前７時３０分から午

後４時まで 

正午から午後０時４５

分まで 

午前１０時から午後６

時３０分まで 

午後１時３０分から午

後２時１５分まで 

医学部附属病院医療器材

部に勤務する職員のう

ち、医学部附属病院長が

指定する者 

４週間 医学部附属

病院長が指

定する８又

は７の１日

勤務日 

午前８時３０分から午

後５時１５分まで 

正午から午後１時まで

午後４時３０分から翌

日午前９時まで 

午後９時から午後１０

時まで 

午後５時１５分から翌

日午前８時３０分まで

午後７時３０分から午

後８時まで、午前０時

から午前７時まで 

午前８時３０分から翌

日午前８時３０分まで

正午から午後１時ま

で、午後５時１５分か

ら午後７時まで、午前

１時から午前６時４５

分まで 

医学部附属病院疾患栄養

治療部に勤務する職員の

うち、医学部附属病院長

が指定する者 

４週間 医学部附属

病院長が指

定する８又

は７の１日

勤務日 

午前７時３０分から午

後４時１５分まで 

午前１１時３０分から

午後０時３０分まで 

午前７時３０分から午

後４時３０分まで 

午前１１時３０分から

午後０時４５分まで 

午前８時３０分から午

後５時１５分まで 

午後０時１５分から午

後１時１５分まで 



 

午前８時３０分から午

後５時３０分まで 

正午から午後１時１５

分まで 

午前９時４５分から午

後６時３０分まで 

午後０時４５分から午

後１時４５分まで 

午前９時３０分から午

後６時１５分まで 

午後０時３０分から午

後１時３０分まで 

午前９時３０分から午

後６時３０分まで 

午後０時３０分から午

後１時４５分まで 

午後０時３０分から午

後６時３０分まで 

― 

午前７時３０分から午

後６時３０分まで 

午後０時３０分から午

後２時まで 

午前８時３０分から午

後３時まで 

午後０時３０分から午

後１時まで 

医学部附属病院看護部に

勤務する職員のうち、医

学部附属病院長が指定す

る者 

４週間 医学部附属

病院長が指

定する８又

は７の１日

勤務日 

午前８時３０分から午

後５時１５分まで 

午後０時３０分から午

後１時３０分まで 

午前８時１５分から午

後５時まで 

午後０時１５分から午

後１時１５分まで 

午前７時４５分から午

後４時３０分まで 

午前１１時４５分から

午後０時４５分まで 

午前８時から午後４時

４５分まで 

正午から午後１時まで

午前７時から午後３時

４５分まで 

午前１１時から正午ま

で 

午前７時３０分から午

後４時１５分まで 

午前１１時３０分から

午後０時３０分まで 

午前９時から午後５時

４５分まで 

午後１時から午後２時

午前９時３０分から午

後６時１５分まで 

午後１時３０分から午

後２時３０分まで 

午前１０時から午後６

時４５分まで 

午後２時から午後３時

まで 

午前１１時から午後７

時４５分まで 

午後３時から午後４時

まで 

午前１１時１５分から

午後８時まで 

午後３時１５分から午

後４時１５分まで 

午前１１時３０分から

午後８時１５分まで 

午後３時３０分から午

後４時３０分まで 

正午から午後８時４５

分まで 

午後４時から午後５時

まで 

午後１時から午後９時

４５分まで 

午後５時から午後６時

まで 

午後１時１５分から午

後１０時まで 

午後５時１５分から午

後６時１５分まで 

午後３時１５分から午

前０時まで 

午後７時１５分から午

後８時１５分まで 

午後３時４５分から翌

日午前０時３０分まで

午後７時４５分から午

後８時４５分まで 

午前０時から午前８時

４５分まで 

午前５時から午前６時

まで 

午後３時３０分から翌

日午前９時まで 

医学部附属病院長が定

める２時間 

午後４時３０分から翌 医学部附属病院長が定



 

日午前９時まで める１時間 

午前８時から午後８時

３０分まで 

正午から午後１時まで

午前７時４５分から午

後８時３０分まで 

正午から午後１時まで

午前８時３０分から午

後９時まで 

午後０時３０分から午

後１時３０分まで 

午前８時１５分から午

後９時まで 

午後０時１５分から午

後１時１５分まで 

午後７時４５分から翌

日午前８時３０分まで

医学部附属病院長が定

める１時間 

午後８時から翌日午前

８時３０分まで 

医学部附属病院長が定

める１時間 

午後８時１５分から翌

日午前９時まで 

医学部附属病院長が定

める１時間 

午後８時３０分から翌

日午前９時まで 

医学部附属病院長が定

める１時間 

午前８時から正午まで ― 

午前８時３０分から午

後０時３０分まで 

― 

午前８時から午前１１

時４５分まで 

― 

午前８時３０分から午

後０時１５分まで 

― 

農学研究科附属牧場に勤

務する教職員のうち、農

学研究科長が指定する者

４週間 農学研究科

長が指定す

る８の１日

勤務日 

午前８時３０分から午

後５時１５分まで 

正午から午後１時まで

原子炉実験所に勤務する

教職員のうち、原子炉実

験所長が指定する者 

４週間 日曜日及び

土曜日 

午前８時３０分から午

後５時１５分まで 

正午から午後１時まで

午前８時３０分から午

後１時４５分まで 

正午から午後０時４５

分まで 

午前８時３０分から午

後９時まで又は午後８

時３０分から翌日午前

９時まで 

原子炉実験所長が定め

る１時間３０分 

午後１時から午後５時

３０分まで 

― 

午後２時４５分から翌

日午前９時まで 

原子炉実験所長が定め

る２時間４５分 

午後７時１５分から翌

日午前９時まで 

原子炉実験所長が定め

る１時間３０分 

霊長類研究所附属人類進

化モデル研究センターに

勤務する教職員 

４週間 霊長類研究

所長が指定

する８の１

日勤務日 

午前８時３０分から午

後５時１５分まで 

正午から午後１時まで

ｉＰＳ細胞研究所に勤務

する教職員のうち、ｉＰ

Ｓ細胞研究所長が指定す

る者 

４週間 ｉＰＳ細胞

研究所長が

指定する８

の１日勤務

日 

午前８時３０分から午

後５時１５分まで 
正午から午後１時まで

総合博物館に勤務する職

員のうち、総合博物館長

４週間 総合博物館

長が指定す

午前８時３０分から午

後５時１５分まで 

正午から午後１時まで

午後１時から午後２時



 

が指定する者 る８の１日

勤務日 

まで 

フィールド科学教育研究

センター海域ステーショ

ン瀬戸臨海実験所に勤務

する教職員 

４週間 フィールド

科学教育研

究センター

長が指定す

る８の１日

勤務日 

午前８時３０分から午

後５時１５分まで 

午前１１時３０分から

午後０時３０分まで 

午後０時３０分から午

後１時３０分まで 

総務部に勤務する職員の

うち、総務部長が指定す

る者 

４週間 総務部長が

指定する８

の１日勤務

日 

午前９時３０分から午

後６時１５分まで 

正午から午後１時まで

午前１０時４５分から

午後７時３０分まで 

午後１時から午後２時

まで 

午前１１時１５分から

午後８時まで 

午後３時から午後４時

まで 

午前１１時４５分から

午後８時３０分まで 

午後３時から午後４時

まで 

施設部プロパティ運用課

に勤務する職員のうち、

施設部長が指定する者 

４週間 施設部長が

指定する８

の１日勤務

日 

午前８時４５分から午

後５時３０分まで 

午後０時３０分から午

後１時３０分まで 

午前１０時３０分から

午後７時１５分まで 

午後１時３０分から午

後２時３０分まで 

午後２時から午後３時

まで 

午後３時から午後４時

まで 

午前１１時から午後７

時４５分まで 

午後３時から午後４時

まで 

午後０時３０分から午

後９時１５分まで 

午後３時３０分から午

後４時３０分まで 

（平１７達４１改） 

（平１８達３１・平１９達２３・平２１達７・平２２達１６・平２２達５７・平２３達２

５・平２４達１９・平２４達５６・平２５達２０・平２６達１１・平２７達２３・平２７

達３１・一部改正） 

別表第４（第２１条関係） 

在職期間 日数 

１月に達するまでの期間 ２日 

１月を超え２月に達するまでの期間 ３日 

２月を超え３月に達するまでの期間 ５日 

３月を超え４月に達するまでの期間 ７日 

４月を超え５月に達するまでの期間 ８日 

５月を超え６月に達するまでの期間 １０日 

６月を超え７月に達するまでの期間 １２日 

７月を超え８月に達するまでの期間 １３日 

８月を超え９月に達するまでの期間 １５日 

９月を超え１０月に達するまでの期間 １７日 

１０月を超え１１月に達するまでの期間 １８日 

１１月を超え１年未満までの期間 ２０日 

別表第５（第２７条関係） 

親族 日数 

配偶者 

父母 

７日 

子 ５日 

祖父母 ３日（教職員が代襲相続し、かつ、祭具等の承継

を受ける場合にあっては７日） 



 

孫 １日 

兄弟姉妹 ３日 

おじ又はおば １日（教職員が代襲相続し、かつ、祭具等の承継

を受ける場合にあっては７日） 

父母の配偶者又は配偶者の父母 ３日（教職員と生計を一にしていた場合にあって

は、７日） 

子の配偶者又は配偶者の子 １日（教職員と生計を一にしていた場合にあって

は、５日） 

祖父母の配偶者又は配偶者の祖父母 １日（教職員と生計を一にしていた場合にあって

は、５日） 

兄弟姉妹の配偶者又は配偶者の兄弟姉妹 １日（教職員と生計を一にしていた場合にあって

は、３日） 

おじ又はおばの配偶者 １日 

 


